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判決 ・資料 の解題

【1】イ ンサイ トコ リア事件 ・大法 院2003年9月23日 判決

【2】現代尾浦造船事件 ・大法 院2008年7月10日 判決

【3】イェスコ事件 ・大法 院2008年9月18日 判決

【4】現代重工業事件 ・大法 院2010年3月25日 判決

【5】現代 自動車事件 ・大法 院2010年7月22日 判決

【6】金属非正規職 闘争 の歴 史 と大 法院判決 以後 の闘争方 向

判決 ・資料の解題

韓国では1998年 、IMF経 済危機に際 して導入された労働法規制緩和の一

つとして 「派遣勤労者保護などに関する法律」が制定された。同法は日本

の労働者派遣法をモデルにしたものであったが、 日本法との類似点 ととも

に注目すべき労働者保護の内容を含んでいた。中で も、①派遣期間が原則

として2年 に制限されていること、②2年 経過 したときには、派遣先が直接

雇用するという規制が盛 り込まれた。当時の 日本には、こうした規制がな

く、むしろ、 ドイツ、フランスなどの法制に見 られる、①期間限定 と②派

遣先雇用責任を明確にした規制を含むものであった。1)

1)1998年 韓 国派遣法 について は、姜成 泰(宋 剛直訳)「 韓国の労働 者派遣法 の主

要 内容 と問題点」 季刊 労働法188号(1999年4月)75-81頁 に解 説が ある。 この 姜

成泰論文 については、脇田滋 「韓国 と日本の労働者派遣法 ・日本 の側 か らの比較

一姜 成泰論文 を読 んで 「」季刊労働法188号(1999年4月)82-88頁 参照。
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その後、非正規労働者(非 正規職)が 増加を続けるなかで、盧武鉱大統

領は非正規職保護を公約に掲げたこともあ り、その任期終了目前の2006年

末に、(1)1998年 派遣勤労者保護法の改正、(2)「 期間制および短時間勤

労者保護などに関する法律」制定、(3)「 差別是正」に関する労働委員会

法の改正 という、三つの法律の改正 と制定が同時に行われた。これらは合

わせて 「非正規職保護法」 と呼ばれており、中心的な部分は2007年7月1日

から施行されている。これは、韓国において全労働者の半数を超える非正

規労働者の保護を独自に定める法規制 として、関連 した規制が乏しい日本

よりも数歩先行する内容であ り、大いに注目されるものである。2}

韓国は、EU諸 国とは異なり、企業間の労働条件格差が大きい国である。

その点では日本 と共通した状況があって、企業側はこの格差に注 目して、

周辺業務などで直接雇用の正社員に代替 して、問接雇用を導入 ・利用 して

きた。間接雇用の形態 としては、製造業や造船部門などでの 「社内下請」

や 「小社長制」、清掃など基幹業務外での 「用役」など多様な形態がある。

1998年 派遣勤労者保護法が施行されて以降も、こうした間接雇用形態は継

続 して利用されてきた。日本では労働組合が、間接雇用や派遣労働につい

て取 り組むことはきわめて稀であるように、韓国でも当初、労働組合は必

ず しも強い問題意識を持 っていなかったが、2000年5月 に設立 された 「韓

国非正規労働センター」などによる意識的な問題提起を受けて、非正規職

自身の組合結成が進み、非正規労働運動が始まった。約10年 に及ぶ非正規

労働運動は 「茨の道」であったが、多 くの注 目すべ き成果 を生み出した。

一つは、非正規労働者 自身の労働組合であ り、その活発な活動と問題提起

により労働者内部での議論が進み、正規 と非正規との労働者連帯の動きが

2)こ の2006年 制定 の 「非正規職 保護法」制定の経緯 と関連条文の翻訳については、

脇 田滋 「韓国非正 規職保護法一 その概 要 と関連動 向一 」龍谷法 学40巻4号(2008

年3月)388-448頁 参照。金星煕(脇 田滋訳)「非 正規運動 過去5年 の成果 と課題 」

龍谷 法学38巻3号(2005年3月)161-198頁 、脇 田滋 「韓 国の非 正規労 働者 の組織

化 に学ぶ」女性労働研究49号(2006年1月)76-91頁 参照。
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広がった。企業別正規職組織からの脱皮をめざした産業別労働組合への転

換は、そうした議論の一つの帰結である。また、2006年 法自体 について

は、その評価 をめ ぐって労働界のなかでも対立があるが、ここ数年、「正

規職転換」という点で一定の成果が見 られる。とくに、非正規職の割合が

法施行後、減少 していることは大いに注目すべ き点である。

他方、1998年 派遣勤労者保護法以降 も、同法の適用を回避する請負形式

の間接雇用が広がったままであった。同法違反を主張 して、派遣労働者

(下請労働者)に より派遣先(元 請業者)の 使用者責任をめぐる訴訟が数

多 く提起され、それが 日本の最高裁判所に当たる大法院で審理されること

になる事例が相次いだ。本稿は、こうした一連の大法院判決のなかで、派

遣先に、直接雇用責任や不当労働行為法上の使用者責任を認めた5つの判

決を紹介するものである(以 下の 【1】から 【5】)。それぞれの判決につい

て事案の詳細な紹介 とともに、検討を加える積 もりであったが、2010年 に

なって注 目すべ き二つの判決が加わったので(【4】 【5】)、取 り急 ぎ判決文

だけを訳出することにした。いずれも韓国最大の大企業系列である 「現

代」の事例であり、とくに 【5】の現代 自動車事件は、韓国を代表する世

界的企業の生産ラインでの 「不法派遣」を認め、現代自動車の直接雇用責

任を認めた。 これは、最 も保守的とされる韓国 ・大法院でさえ法違反の現

実 を認めざるを得なかったものとして、法的影響だけでなく、韓国の雇用

社会に衝撃的とも言える波紋 を投げかけるものであった。31

【1】か ら 【5】は、いずれも偽装請負形式の違法派遣(韓 国では 「不法

派遣」)の 事例である。こうした事例では、(ア)派 遣労働者(下 請労働

者)と 派遣先(元 請企業)の 間での労働契約関係(黙 示の労働契約関係)

の存否と、(イ)不 法派遣についても、派遣勤労者保護法違反による派遣

3)こ の2010年 の 大 法 院 判 決 【4】 と 【5】の 意 味 な ど を確 認 す るた め に 、2010年8

月29日 か ら韓 国調 査 を 行 い 、 多 くの 知 見 と資 料 を入 手 した。 それ ら につ い て は で

きる だ け早 く論 説 の形 で発 表 す る予 定 で あ る。

(龍法'10)43-2,397(847)
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先の直接雇用責任(通 常は2年 経過後)が あるか否か争点 となってきた。

大法院判決では、【1】と 【21が(ア)の 黙示の労働契約関係を認め、【3】

と 【5】は、(ア)は 否定したが、(イ)を 肯定 している。【4】は、直接の

争点は異なり、不当労働行為における使用者責任を派遣先に認めたもので

ある。4)

日本では、2009年3月27日 に、いよぎんスタッフサービス事件 ・最高裁

上告不受理決定、同年12月18日 に松下PDP事 件 ・最高裁判決でいずれも労

働者側が敗訴 している。とくに、後者は製造業での社内下請の事例 とし

て、【3】、【4】、【5】とも酷似 した事案であ り、日韓双方がそれぞれの裁判

所の判決を注 目してきた。その意味で本稿(翻 訳)は 、単に韓国の判例動

向を紹介するという意味だけでなく、国際的に、日本の最高裁判決を検証

するための素材にすることがで きると思う。5)

また、【6】は、【5】の判決を受けて、同様な状態にある製造ラインの社

内下請労働者の組織化と派遣先に直接雇用 と未払い賃金の支払いを求めよ

うとして金属労組(産 別組織、15万 人)が2010年8月 に発表 した討議資料

の一部である。【5】の判決の実際的な意味を考える上で注 目すべき資料で

ある。6)

4)韓 国大法院判決 につ いて批 判的な検 討 を加 えた論考 と しては、朴済晟(崔 碩桓

訳)「 構 内請負 と韓国労働 法」季刊労働 法224号(2009年)、155「164頁 。 なお、韓

国では不当解雇事件が労働委員会 で も扱 われるので中央労働委員会委員長が裁判

の当事 者 にな る場合があ る。 この点 につ いては、野田進 「韓国におけ る不当解雇

等 の労働委 員会 に よる救済」季刊労働法226号(2009年)242・251頁 参照。

5)脇 田滋 「伊予銀行 ・い よぎんス タッフサ ービス事件 ・最 高裁 上告不受理決定 を

批 判す る」 労働 法律 旬 報1705号(2009年10月)32-40頁 。萬 井隆 令 「松 下PDP

事 件 ・最 高 裁判 決 の批 判 的検 討(松 下PDP事 件 ・最 高裁 判 決 を受 け て[平 成

21.12.18])」 労働法律旬報1714号(2010年2月)6-17頁 等、参照。

6)判 決 文 は、大法 院の ホームペ ージ(http://glawscourtgo .kr/jbsonw/jbson.do)

で入手 した。ただ し、最新の 【5】と 【6】は、2010年8月 、現地で入手 した。
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【1】イ ンサ イ トコリア事件 ・大法院2003年9月23日 判 決

大 法 院2003.9.23.宣 告[事 件 番 号]2003ト ゥ3420[不 当解 雇 救 済 再 審 判 定

取 消][公2003.11.1.(189)、2095]

[原告 、被 上 告 人]チ ・ム ヨ ン他2人(訴 訟 代 理 人 法 務 法 人 ミ ョ ンイ ン担 当

弁 護 士 ユ ン ・ジ ョン ヒ ョン他5人)

[被告 、上 告 人]中 央 労 働 委 員会 委 員長

[被 告 補 助 参 加 人 、 上 告 人]エ ス ケ イ株 式 会 社(訴 訟 代 理 人 法 務 法 人 セ

ジ ョ ン担 当 弁 護 士 ホ ン ・セ リ ョル他2人)

[原 審判 決]ソ ウ ル 高裁2003.3.14.宣 告2002ヌ2521判 決

[主文]上 告 をすべて棄却する。上告費用のうち、参加による部分は被告

補助参加人が負担 し、その残 りは被告が負担する。

[理由]

1.原 審はその採用証拠 を総合 して、被告補助参加人会社(以 下 「参加

人」 という)は 、1997.8.頃から株式会社インサイ トコリア(以 下 「インサ

イ トコリア」という)と 業務請負契約を締結して以来、その請負契約を更

新締結 しながら、原告 らをはじめとする140人 余のインサイ トコリア所属

勤労者らを全国に所在する参加人の11の 物流センターで勤務させたが、上

記業務請負契約上、インサイ トコリアは自身が雇用する従業員を管理 して

直接指揮 ・監督するために現場代理人を選任 しなければならず、参加人は

契約の履行に関する指示を現場代理人でない従業員には直接行わせないこ

とになっているにもかかわらず、参加人は原告 らを含むインサイ トコリア

所属勤労者 に対 し現場代理人を経 由することな く業務指示、職務教育実

施、表彰、休暇使用承認など諸般の人事管理を直接行ってきた事実、イン

サイトコリアは、参加人の子会社である株式会社インプルロスがその株式

の100%を 所有 している会社 として歴代代表理事 は参加人の専任役員が選
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任 されてお り、ほとんど全面的に参加人の業務だけを請け負ってきている

など形式上では独立法人として運営されてきたが、実質的には親子会社の

関係として事実上の決定権を参加人が行使してきた事実を認めた後、参加

人とインサイ トコリアの間に締結された業務請負契約は真正な意味の業務

請負でなく、「偽装請負」に該当すると判断 した。

記録に照らして調べれば、原審の上のような事実認定および判断は正当

であ り、そこに参加人が上告理由で主張するような採証法則背反または審

理未尽による事実誤認や請負契約に関する法理誤解の違法があるとはいえ

ない。

2.原 審が適法に確定した事実 と記録によれば、インサイ トコリアは参

加人の子会社として形式上では独立 した法人として運営されてきたが、実

質的には参加人会社の一部署のように事実上経営に関する決定権を参加人

が行使してきたし、参加人が物流センターで勤労する人員が必要なときに

は採用広告などの方法で対象者を募集 した後、その面接過程から参加人の

物流センター所長と管理課長などがインサイ トコリアの理事と一緒に参加

した中で実施 し、原告 らをはじめとするインサイ トコリアが送った勤労

者 らに対 し参加人の正式職員と区別することなく、業務指示、職務教育実

施、表彰、休暇使用承認など諸般の人事管理を参加人が直接行って組織図

や安全環境点検チーム構成表などの編成と慶弔会の運営において何 らの差

も設けなかったし、その勤労者らの業務遂行能力を参加人が直接評価 して

賃金引 き上げ水準 も参加人の正式職員らに対する賃金引き上げと連動 して

決めたことが明らかであるところ、このような事情 を総合 してみれば参加

人は 「偽装請負」の形式で勤労者を使用するためにインサイ トコリアとい

う法人格を利用 したに過 ぎず、実質的には参加人が原告 らをはじめとする

勤労者らを直接採用 したの と同じこととして参加人と原告 らの間に勤労契

約関係が存在すると見なければならない。

そ うであれば、参加人が2000.11.1,原告 らを契約職勤労者の形式で新規

(龍法'10)43-2,400(850)
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採用すると提案したのに対し、原告らが同意しないという理由で参加人が

原告 らの勤労提供の受領を拒否 したことは不当解雇 に該当することにな

る。

3.原 審は、参加人とイ ンサイ トコリアの問に派遣勤労者保護等に関す

る法律(以 下 「派遣勤労者法」という)第2条 所定の勤労者派遣契約が成

立 したことを前提 として、参加人は派遣勤労者法が施行 された1998.7.1.以

後2年 を超過 して、原告らを派遣勤労者として使用したので派遣勤労者法

第6条 第3項 によって原告 らを雇用 したと擬制 され、上のような解釈は原告

らが担当した業務が派遣勤労者法第5条第1項所定の派遣許容業務に該当す

るのか どうかによって変わることはないと判断したところ、派遣勤労者法

は第2条第1号 で派遣勤労者法が適用 される 「勤労者派遣」というのは派遣

事業主が勤労者を雇用した後その雇用関係 を維持 しながら、勤労者派遣契

約の内容により使用事業主の指揮 ・命令を受けて使用事業主のための勤労

に従事するようにすることをいうと規定してお り、参加人と原告らの間に

直ちに実質的な勤労契約関係が存在すると見なければならない、この事件

に、派遣勤労者法上の勤労者派遣契約が成立 したことを前提に、その第6

条第3項 の雇用擬制規定が適用 された結果 として初めてそのような雇用関

係が成立 したものとみた原審の判断は適切でないが、参加人と原告 らの問

に雇用関係が成立 したと見て、参加人が原告 らの勤労提供受領を拒否した

ことは不当解雇に該当すると判断した原審の結論は正当であり、上記のよ

うな誤 りが判決結果に何 ら影響を与えないのであるから、結局、原審判決

に派遣勤労者法所定の雇用擬制規定に関する法理誤解があるとするなどの

被告 と参加人の上告理由での主張は受け入れることができない。

4。 したがって被告 と参加人の上告をすべて棄却 して、上告費用のうち、

参加による部分は参加人が、その残 りは被告が各負担することにして関与

大法院判事の一致した意見により主文の通 り判決する。

(龍 法'10)43-2,401(851)
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大 法 院 判 事 ぺ ・キ ウ ォ ン(裁 判 長)、 李 ヨ ンウ(主 審)、 朴 ジ ェユ ン

【2】現代尾浦造船事件 ・大法院2008年7月10日 判決

大 法 院2008.07.10[従 業 員 地 位 確 認破 棄 差 戻][事 件 番 号]2005タ75088

[原審]釜 山高 等 法 院2005.11.9.宣 告2004ナ9787判 決

[原告]上 告 人/申 ○ ○ 他29人

[被告]現 代 尾 浦 造 船

[主 文]原 審 判 決 を破 棄 して 、事 件 を釜 山 高等 法 院 に差 し戻 す。

[理 由]上 告 理 由 を判 断 す る。

元 の 雇 用 主 に雇 用 され て、 第 三 者 の事 業 場 で 第三 者 の業 務 に従 事 す る者

を第 三 者 の 勤 労 者 だ と言 う こ とが で きる た め に は、 元 の雇 用 主 は事 業 主 と

して の独 自性 が な く、 又 は独 立 性 を欠 い て第 三 者 の 労 務 代 行 機 関 と同一 視

で きる な ど、 そ の存 在 が 形 式 的 、 名 目的 な もの に過 ぎず 、 事 実 上 、 当該 被

雇 用 人 は 第 三 者 と従 属 的 関 係 に あ り、 実 質 的 に賃 金 を支 払 う者 も第 三 者 で

あ り、 また勤 労提 供 の相 手 方 も第 三 者 で あ っ て 、 当 該 被 雇 用 人 と第 三 者 間

に黙 示 的勤 労 契約 関係 が成 立 して い る と評価 され な け れ ば な らな い(大 法

院1979.7.10.宣 告78タ1530判 決,1999.7.12.付99マ628決 定,1999.11.12.宣 告97

ヌ19946判 決,2003.9.23.宣 告2003ト ゥ3420判 決 な ど参 照).

原 審 が確 定 した 事 実 に よれ ば 次 の 点 を認 め る こ とが で き る。

原 告 らが 所 属 した ヨ ン イ ン企 業 は、 約25年 間 ひ たす ら被 告 会社 か ら船 舶

エ ン ジ ン熱 交換 器 、 シー バ ル ブ(SeaValve) 、 セ ー フテ ィー バ ル ブ(Safety

Va1ve)の 検 査 ・修 理 な ど の 業 務 を請 負 人 の 資 格 に よ り遂 行 して き た が 、

被 告 会社 は ヨ ンイ ン企業 が募 集 して きた勤 労 者 に 対 して 、 被 告 会 社 が 求 め

る技 能 試 験 を実 施 した後 、 そ の採 用 の可 否 を 決 め 、 か つ 、 そ の 試験 の合 格

者 にだ け被 告 会 社 が 直 接 支 給 す る手 当 を受 領 す る 資格 を付 与 し、 ヨ ンイ ン
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違法派遣 ・偽装請負 をめ ぐる韓国 ・大法院の一連の判決 と関連資料

企業所属の勤労者らに対 して懲戒を求め、または、昇進対象者名簿を通知

するなど、ヨンイン企業所属勤労者らの採用、昇進、懲戒に関して実質的

な権限を行使した。

それだけでなく、被告会社は原告 らの出勤、早退、休暇、延長勤務、勤

労時間、勤務態度などを点検 し、かつ、原告 らが遂行する作業量 と作業方

法、作業順序、業務協力方法を決定して、原告 らを直接指揮 し、または、

ヨンイン企業所属責任者を通 して原告らに具体的な作業指示をしながら、

ヨンイン企業が当初受けた業務の他にも原告 らをして被告会社所属部署の

業務を遂行させ、 ヨンイン企業の作業物量がないときには、教育、事業場

の整理、他部署業務支援などの名目で原告らに毎月一定水準以上の所得を

保障するなど、直接的に原告 らに対する指揮監督権を行使 した。さらに進

んで、ヨンイン企業は原則的に受給 した物量に対 して時間単位の作業量単

価で算定された金額を被告会社から受領 したが、被告会社はヨンイン企業

所属勤労者 らが船舶修理 と直接的関連がない被告会社の他の部署業務支

援、安全教育および職務教育などに従事する場合、これに対する報酬 も算

定 して、その支給額を決定 しただけでなく、原告 らに賞与、退職金などの

手当を直接支給 した。

一方、 ヨンイン企業に対する作業量単価は、被告会社所属勤労者(い わ

ゆる直用勤労者)で 組織 された現代尾浦造船労働組合と被告会社の問に締

結 された賃金協約の結果によって決定され、原告らの退職金や健康保険な

ど社会保険料も被告会社が既定の代金と共に支給するなど、被告会社が原

告らの賃金など諸般の勤労条件について実質的な影響力を行使した。

最後に、ヨンイン企業は、事業者登録名義を持ち、かつ、所属勤労者 ら

に対する勤労所得税源泉徴収、所得申告、会計帳簿記帳などの事務を処理

したが、このような事務は被告会社が提供する事務室で行われただけでな

く、ヨンイン企業は独 自の装備 を保有せず、所属勤労者の教育および訓練

などに必要な事業経営上独立的な物的施設を備えていなかった。

(龍法'10)43-2,403(853)
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このような事情 を、先に見た法理に照らしてみれば、ヨンイン企業は形

式的には被告会社 と請負契約 を締結 し、かつ、所属勤労者である原告らか

ら労務の提供を受け、 自身の事業を遂行したかのような外観を備えていた

としても、実質的には業務遂行の独 自性 も、事業経営の独立性 も備えない

まま、被告会社の一介の事業部署 として機能し、労務代行機関の役割を遂

行 したに過 ぎず、むしろ被告会社が原告 らから従属的な関係で勤労提供 を

受けて、賃金を含む諸般の勤労条件を定めたと見るのが相当であるので、

原告らと被告会社の問には直接被告会社が原告 らを採用 したのと同様、黙

示的な勤労契約関係が成立していたと見るのが正しい。

それにもかかわらず、原審はその判示のような事情をあげて原告 らと被

告会社の間に直接勤労契約関係が成立 したとは見られないと断定 したが、

このような原審の判断には外形上請負の形態があっても実質的にその請負

人の勤労者 と名 目上の請負注文人の間に黙示的勤労契約関係があると評価

しなければならない勤労関係の法理を誤って理解 して、判決に影響を及ぼ

した誤 りがあ り、この点を指摘する原告らの上告は理由がある。

このような理由で、原審判決を破棄 し、事件を再び審理 ・判断させるた

めに、原審裁判所に差し戻すことにして、関与裁判官の一致 した意見 とし

て主文の通 り判決する。

裁 判 長 安 テ ヒ、 金 ヨ ンナ ン、 李 ホ ンフ ン(主 審)

【3】イェス コ事件 ・大法 院2008年9月18日 判決

大 法 院2008.9.18.宣 告[事 件 番 号]2007ト ゥ22320全 員 合 議 体 判 決[不 当 解

雇 救 済再 審 判 定 取 消][集56(2)ト ゥク,273;公2008下,1463]

[原 告 、 上 告 人]原 告1他1人(訴 訟 代 理 人 弁 護 士 ク ォ ン ・ドゥ ソプ 外7人)

[被 告 、 被 上 告 人]中 央 労 働 委 員会 委 員 長

(龍法'10)43-2,404(854)
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[被 告 補 助 参 加 人]株 式 会 社 イ ェ ス コ(訴 訟 代 理 人 法 務 法 人 イ ル シ ン外1

人)

[原 審 判 決]ソ ウル 高 裁2007.10.5.宣 告2007ヌ5105判 決

[主文]原 審判決を破棄して事件をソウル高等法院に差 し戻す。

[理由]上 告理由を判断する。

1.旧 派遣勤労者保護等に関する法律(2006.12.21.法 律第8076号 、改正

前の もの、以下 「派遣勤労者保護法」 という)は 、「派遣事業主が勤労者

を雇用 した後、その雇用関係を維持 しながら勤労者派遣契約の内容によっ

て使用事業主の指揮 ・命令を受けて、使用事業主のための勤労に従事さ

せ ること」を 「勤労者派遣」と定義し(第2条 第1号)、 第6条 第3項 本文で

「使用事業主が2年 を超えて継続的に派遣勤労者を使用する場合には2年の

期間が満了 した日の翌日か ら派遣勤労者を雇用 したと見る」と規定(以

下、「直接雇用見なし規定」という)し ている。

勤労者派遣は、本来勤労者供給の一つの形態であるが、「勤労者供給事

業」は 「供給契約によって勤労者 を他人に使用 させる事業」(職 業安定法

第4条 第7号)と して事実上または雇用契約によって自らの支配下にある勤

労者を他人の指揮の下で使用 させる事業であるから、これを自由に許せば

他人の就業に介入して営利 を得たり、賃金その他勤労者の利益 を中問で搾

取する弊害が生 じる憂慮があるので、勤労基準法は原則的にこれを禁止し

(2007.4.11.法律第8372号 で全文改正 される前の勤労基準法第8条 、上のよ

うに改正 された勤労基準法第9条)、 ただし職業安定法によって労働部長官

の許可を受けた者に対 してだけこれを認め、国内勤労者供給事業の場合は

その許可対象を労働組合に限定していた(職 業安定法第33条 第1項、同法

施行令第33条 第2項第1号)。

その間、1998.2.9.「経済危機克服のための社会協約」(い わゆる労使政

合意)で 労働市場の柔軟性を向上 させる一つの方法 として制限された範囲
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内で勤労者派遣制度を導入することで合意が形成 され、これを契機に派遣

勤労者保護法が制定され、勤労者派遣事業は勤労者供給事業の範囲から除

外されることになった(職 業安定法第4条 第7号)。

派遣勤労者保護法は、勤労者派遣事業の適正な運営を期 して派遣勤労者

の勤労条件などに関する基準を確立することによって派遣勤労者の雇用安

定と福祉増進に寄与 して人材需給を円滑にすることを立法 目的にしている

が(派 遣勤労者保護法第1条)、 その中でも 「勤労者派遣事業の適正運営」

のために第2章で勤労者派遣事業に対する規制措置 として派遣の理由(勤

労者派遣対象業務 に該当するか、または一時的理由があること)、派遣の

期間、派遣事業の許可などを規定している。

すなわち、派遣勤労者保護法は、派遣の理由に関して第5条 第1項で勤労

者派遣対象業務を原則的に製造業の直接生産工程業務を除いた専門知識 ・

技術または経験などを必要 とする業務 として大統領令が定める業務への制

限 と、第5条 第2項 では勤労者派遣事業の対象 として適切でな く絶対的に

派遣を禁止 した業務を除いては、出産 ・病気 ・負傷などで欠員ができた場

合、または一時的 ・間けつ的に人材を確保 しなければならない必要がある

場合に限って、勤労者派遣事業 を行 うことができるようにした。

派遣の期間についても第6条 第1項で、上の第5条 第1項 による勤労者派遣

の期間は1年 を限度にするが、派遣事業主 ・使用事業主 ・派遣勤労者間の

合意があれば1回 に限って更新を許 し、最大2年 を超えることができないこ

とにし、第6条第2項 で上の第5条 第2項 による勤労者派遣の期間は、出産 ・

病気 ・負傷などで欠員ができた場合には、その理由の解消に必要な期間だ

け、かつ、一時的 ・間けつ的に人材を確保する必要がある場合には3月以

内を限度とし、派遣事業主 ・使用事業主 ・派遣勤労者間の合意があっても

1回に限って、その期間を更新することができると規定 している。

そして派遣事業の許可に関しては、第7条 で勤労者派遣事業をしようと

思う者は労働部長官の許可を受けることと規定 している。

(龍法'10)43-2,406(856)
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また、派遣勤労者保護法は勤労者派遣事業の適正運営のため上記法規定

が実効をもつ ように第43条 第1号で派遣の理由、期間および派遣業の許可

に関する上記規定に違反した派遣事業主を、第44条 第1号 では派遣の理由、

期間に関する上記各規定に違反した使用事業主を刑事処罰するように規定

している。

このような派遣勤労者保護法の立法経緯と、その立法目的および勤労者

派遣事業の適正運営のため上記法規定の内容などを調べれば、直接雇用見

なし規定は使用事業主が派遣期間に関する制限規定に違反 して継続的に派

遣勤労者を使用する行為に対 し、行政的監督や刑事処罰 とは別に使用事

業主と派遣勤労者の間の私法関係でも直接雇用関係成立を擬制することに

よって勤労者派遣の常用化 ・長期化を防止 し、それによる派遣勤労者の雇

用安定を図るところにその立法趣旨があるといえる。

一方、派遣勤労者保護法第6条第3項 は 「使用事業主が2年 を超えて継続

的に派遣勤労者を使用する場合には…派遣勤労者を雇用したとみなす」と

規定 しているだけで、勤労者派遣が派遣勤労者保護法第5条 に定めた派遣

の理由がある場合、または派遣勤労者保護法第7条 に定めた勤労者派遣事

業の許可を受けた派遣事業主が行う勤労者派遣に該当することを、その雇

用みなしの要件に含めていないだけでなく、派遣勤労者保護法は上で調べ

た通 り第6条 第1項、第2項 で派遣業務により、その期間を別に定めて勤労

者派遣期間の制限に関する規定をおき、第3項に直接雇用見なし規定をお

くことによって、上の直接雇用見なし規定による使用事業主と派遣勤労者

間の雇用成立擬制は使用事業主が派遣期間の制限に違反したことに伴うも

のであることを明確にしている。

このような直接雇用見なし規定の文言および体系並びにその立法趣旨な

どを総合してみれば、上記規定は派遣勤労者保護法第2条第1号で定義 して

いる 「勤労者派遣」があって、その勤労者派遣が2年 を超えて続 く事実か

ら直ちに使用事業主 と派遣勤労者の間に直接勤労関係が成立するという意
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味であり、この場合、その勤労関係の期間は、期限の定めがあると見るだ

けの他の特別な事情がない限 り、原則的に期限の定めがないと見なければ

ならないのである。

2.したがって、これ とは異な り、直接雇用見なし規定が、派遣勤労者保

護法第5条 に定めた派遣の理由があって派遣勤労者保護法第7条 の許可を受

けた派遣事業主が行ういわゆる 「適法な勤労者派遣」の場合にだけ適用さ

れると縮小 して解釈することは上述の通 り、上記規定の文言や立法趣旨な

どに照らして何 ら根拠がないだけでな く、さらに次のような点でも合理的

または妥当と見ることができない。

まず、直接雇用見なし規定が上の第5条第1項 に定めた勤労者派遣対象業

務に該当する適法な勤労者派遣にだけ適用 されると解釈 しなければならな

いという立場 は、恐 らく直接雇用見な しに必要な勤労関係の存続期間の

「2年」 と、上の第5条 第1項 による勤労者派遣の最大派遣期間の 「2年」が

同一期間ということにその論拠 をおいていると思われる。

しか し、派遣勤労者保護法 は上でみた通 り、上記第5条 第1項で専門知

識 ・技術 または経験などを必要とする一定業務を勤労者派遣対象業務に定

めることはあったが、上記第5条第2項 では、例外的な特定の理由と必要が

ある場合などには、絶対的禁止業務を除いては上記第5条 第1項に定めた業

務ではなくても勤労者派遣事業を行えることを許 している。

そ して直接雇用見なし規定を、上記第5条 第1項 による勤労者派遣の最長

期間2年 を定めている上記第6条第1項 のすぐ後に置かず、むしろ上記第5条

第2項 による勤労者派遣期間に関する上記第6条第2項 の次に置いたことに

照らしてみても、上のような論拠は説得力がないといえる。

また、直接雇用見なし規定が適法な勤労者派遣にだけ適用されると見る

ならば、派遣勤労者保護法が規定 した制限に違反して勤労者派遣の役務を

提供された使用事業主は、むしろ直接雇用成立擬制の負担を負わない結果

になり、法的公平に反 し、特に上記第5条 第1項 に定めた勤労者派遣対象業
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務に該当し、または同条第2項 に定めた勤労者派遣の理由がありさえすれ

ば、上記第7条 による勤労者派遣事業の許可を受けない派遣事業主から勤

労者派遣の役務を提供された使用事業主は刑事処罰を受けなくなるが(第

44条第1号)、 この場合、使用事業主が直接雇用見なし規定の適用さえ受け

ないならば、使用事業主 としては当然勤労者派遣事業の許可を受けない派

遣事業主か ら勤労者派遣を受ける方をより好むことになるから、派遣勤労

者保護法に違反する行為を助長 して勤労者派遣事業許可制度の根幹を破壊

する危惧があるので妥当でない。

一方、直接雇用見なし規定 は、派遣勤労者保護法が2006.12.21.法律第

8076号 で改正 され、第6条の2で新設された 「直接雇用義務規定」に代替さ

れたが、このように改正された直接雇用義務規定は、使用事業主が勤労者

派遣事業が原則的に許されない業務に派遣勤労者を使用する場合と、勤労

者派遣事業の許可を受けない派遣事業主から勤労者派遣の役務を提供され

た場合に対しても使用事業主に当該派遣勤労者の直接雇用義務を課 してお

り(同 条第1項各号)、 この規定も派遣勤労の常用化 ・長期化を防止するた

め として直接雇用見なし規定とその立法趣旨を同じにするのであるから、

このような立法沿革に照 らしてみても直接雇用見なし規定の適用範囲を縮

小 しようとする解釈は不当である。

3.それにもかかわらず、原審は上述の法理 とは異な り、第1審 判決を引

用 して使用事業主の被告補助参加人会社が、派遣勤労者である原告らを派

遣勤労者保護法第5条 第1項で許された業務とは異なる業務に従事させたの

であ り、この事件は勤労者派遣が違法であるという理由で直接雇用見なし

規定が適用されないと判断 したが、このような原審判決には派遣勤労者保

護法第6条 第3項 に定めた直接雇用見なし規定の適用範囲の解釈に関する法

理を誤解 し、判決に影響を及ぼした違法がある。

これを指摘する上告理由の主張は理由ある。

4.したがって、残 りの上告理由の主張に対する判断を省略 したまま、原

(龍法'10)43-2,409(859)
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審判決を破棄 し、事件を再び審理判断させるために原審裁判所に差し戻す

ことにし、関与裁判官の一致 した意見で主文の通 り判決する。

大 法 院 長 イ ・ヨ ン フ ン(裁 判 長)

大 法 院 判 事 コ ・ヒ ョ ンチ ョ ル 、 金 ヨ ン ナ ン、 ヤ ン ・ス ン テ 、 金 フ ァ ン

シ ク 、 イ ・ヨ ン フ ン、 朴 シ フ ァ ン、 金 ジ ヒ ョ ン(主 審)、 ホ ン ・フ ン、 朴

イ ル フ ァ ン 、 金 ヌ ン フ ァ ン、 チ ョ ン ・ス ア ン、 ア ン ・テ ヒ 、 チ ャ ・ハ ン ソ

ン

【4】現代重工業事件 ・大法院2010年3月25日 判決

大法院2010.3.25.宣告[事 件番号]2007ト ゥ8881判 決[不 当労働行為救済

再審判定取消][公2010上 、823]

[原告、上告人]現 代重工業株式会社(訴 訟代理人弁護士ソン ・ジヨル外6

人)

[被告、被上告人]中 央労働委員会委員長

[被告補助参加人]参 加人1他4人(訴 訟代理人弁護士キム ・ジン)

[原審判決]ソ ウル高裁2007.4.11.宣告2006ヌ13970判 決

[主文]上 告を棄却する。上告費用は、補助参加 による部分 を含め、原告

が負担する。

[理由]上 告理由を判断する。

1.労働組合および労働関係調整法(以 下 「法」 という)第81条 第4号 所

定の使用者であるかに関して

カ.法第1条 は 「憲法による勤労者の団結権 ・団体交渉権および団体行動

権を保障 して勤労条件の維持 ・改善 と勤労者の経済的 ・社会的地位の向上

を図 り、労働関係を公正に調整 して労働争議を予防 ・解決することによっ

(龍法'10)43-2,410(860)
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て産業平和の維持と国民経済の発展に貢献することを目的とする」 と規定

している。そ して法第81条 は 「使用者は、その各号で定める不当労働行為

をすることがで きない」 とし、かつ、第82条 第1項 は 「使用者の不当労働

行為によってその権利を侵害された勤労者、 または、労働組合は、労働委

員会にその救済を申請することがで きる」と、第84条 第1項は 「労働委員

会は、不当労働行為が成立すると判定したときには、使用者に救済命令を

発 しなければならず、不当労働行為が成立しないと判定したときには、そ

の救済申請を棄却する決定をしなければならない」と規定するなど、法第

81条 ないし第86条 は、憲法が規定する勤労3権 を具体的に確保 して集団的

労使関係の秩序を破壊する使用者の行為を予防 ・除去することによって勤

労者の団結権 ・団体交渉権および団体行動権を確保 し、労使関係の秩序を

迅速に正常化するために不当労働行為に対する救済制度に関して規定して

いる(大 法院1993.12.21.宣告93タll463判 決、大法院1998.5.8.宣告97ヌ7448

判決など参照)。

これによれば、不当労働行為の予防 ・除去は、労働委員会の救済命令を

通 じて行われるのであるから、救済命令を履行できる法律的、または、事

実的な権限や能力を持つ地位にあるその限度内では、不当労働行為の主体

として救済命令の対象者である使用者に該当すると見ることができる。

さらに、法第81条 第4号 は 「勤労者が労働組合を組織、または、運営す

るのを支配 し、または、 これに介入する行為」等を不当労働行為 と規定

し、かつ、これは団結権を侵害する行為を不当労働行為 として排除 ・是正

して正常な労使関係を回復するのを目的 としているので、その支配 ・介入

主体としての使用者であるのか否か も、当該救済申請の内容、その使用者

が勤労関係に関与 している具体的形態、勤労関係に及ぼす実質的な影響力

ないし支配力の有無および行使の程度などを総合して決定しなければなら

ないだろう。

したがって勤労者の基本的な労働条件などに関してその勤労者を雇用 し

(龍法'10)43-2,411(861)
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た事業主としての権限と責任を一定部分担当していると見るほど実質的で

具体的に支配 ・決定できる地位にある者が、労働組合を組織 し、または、

運営するのを支配 した り、これに介入するなどにより法第81条 第4号所定

の行為をしたとすれば、その是正を命ずる救済命令 を履行しなければなら

ない使用者に該当する。

ナ.原審 は、①原告会社が工程の円滑 な遂行および品質管理な どのため

に社内下請業者所属被告補助参加人参加人1,参加人2,参加人3,参加人4(以

下、「参加人 ら」 という)を 含む勤労者 らが しなければならない作業内容

全般に関 して直接管理 し、また、個別請負契約を通じて作業日時、作業時

間、作業場所、作業内容などに関して実質的 ・具体的に決定するなど、原

告会社が作業時間と作業 日程を管理 ・統制 しているので、勤労者らが労働

組合の総会や代議員大会など会議を開催するために必要な労組活動時間保

障、労組幹部の有給労組活動時間保障などに対 し実質的な決定権を行使す

ることができる地位にある点、②社内下請業者は上記のような作業 日時、

場所、内容などが個別請負契約によって確定するから事実上すでに確定 し

ている業務に、どの勤労者を従事させるか否かに関してのみ決定していた

に過ぎなかった点、③社内下請業者所属勤労者は、原告会社が提供した道

具および資材を使って原告会社の事業場内で作業することによって、原告

会社が計画 した作業秩序に編入され、かつ、原告会社直用勤労者とともに

船舶建造業務に従事 していた点、④作業の進行方法、作業時間および延

長、休息、夜間勤労などに関 しても、上記の勤労者 らが実質的に原告会社

工程管理者(直 営班長およびチーム長)の 指揮 ・監督下に置かれていた点

などを総合して、原告会社が参加人らを含む社内下請業者所属勤労者たち

の基本的な労働条件などに関 して、雇用事業主の社内下請業者の権限と責

任 を一定部分担当 していると見るほどに実質的かつ具体的に支配 ・決定す

ることができる地位にあるとみて、社内下請業者の事業廃止を誘導する行

為およびそれによって労働組合の活動を萎縮 させ、かつ、侵害する支配 ・

(龍法'10)43-2,412(862)
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介入行為をした原告会社を、法第81条 第4号 所定の不当労働行為の是正 を

命ずる救済命令を履行する主体 としての使用者に該当すると判断 した。

原審のこのような判断は、上記の法理に照らして正当であ り、かつ、そ

こに上告理由で指摘するような法第81条 第4号が定める使用者概念などに

関する法理誤解の違法はなく、かつ、上告理由で挙げる大法院判決は事案

を別にするので、この事件に援用されるべ きものではない。

2.法第81条 第4号所定の不当労働行為成立可否に関して

原審は、①原告会社の社内下請業者所属一部勤労者 らは、2003.3.頃から

秘密裏に労働組合準備委員会を結成 し、かつ、秘密組合員制度を維持 して

きたが、一部組合員の身分が明らかになるとす ぐに同年8.24.参加人現代

重工業社内下請労働組合(以 下 「参加人組合」 という)創 立総会を経て、

同月30.労働組合設立 申告証を交付 されることになったが、原告会社は、

2003.8.26.社内下請業者ソンウォン企業代表訴外1に 、参加人組合の組合員

と明 らかになった参加人4を事業場で勤められないようにすることを要請

して勤務待機をさせ、同月29.訴外1に 、参加人4が 参加人組合の役員であ

る事実を知らせた点、②原告会社の社内下請業者は大部分、原告会社の業

務だけを遂行 し、かつ、原告会社は、社内下請業者に対する個別請負契約

の締結の可否および物量をその計画により主導的に調節できる上に、その

他にも請負契約の解約、社内下請業者登録解約権限を持っているなど、社

内下請業者に対 し優越的地位にあった点、③原告会社が、社内下請業者

に、所属勤労者が原告会社で印刷物 を配布するなど、会社運営を妨害して

いるとして雇い止めなどの警告をした点、④参加人組合会計監査である訴

外2が所属したウォングァン産業電気は、2003.8.30.廃業 して、参加人組合

委員長である参加人1が 所属した株式会社ヨンジン企業(以 下、「ヨンジン

企業」という)は 、2003.10.8廃 業 し、かつ、その間にも参加人2が所属 し

た東亜産業株式会社(以 下、「東亜産業」という)、参加人組合事務局長で

ある参加人4が所属 したソンウォン企業(艤 装部分だけ廃止)等 の社内下

(龍法'10)43-2,413(863)
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請業者らが経営上廃業する特別な事情がないのに参加人組合設立直後に、

参加人勤労者 らが参加人組合幹部であると明らかになって勤労条件に対す

る交渉要求を受けてす ぐに廃業を決めたのを見るとき、上記社内下請業者

らの廃業理由は参加人組合の設立以外に他の理由がないとみ られる点、⑤

上記社内下請業者らは、1997年 頃から設立され、その廃業時まで何の問題

もなく運営 されてきた会社 として、前に労使紛糾を経験 したことがなく、

数十人の所属勤労者を置いていて、上記廃業時期が本格的な団体交渉をす

る以前 という点、および上記廃業決定は社内下請業者の独 自の決定だと見

られない点、⑥上記 ヨンジン企業の場合、廃業決定直後にその部分の事業

を承継するヒョジョン産業が設立 され、かつ、実際に廃業 した上記 ヨンジ

ン企業所属勤労者がヒョジョン産業に籍を移 してヨンジン企業が した原告

会社の塗装5部 の作業をしており、東亜産業の場合、廃業公告直後、新羅

株式会社でパネル組み立て業務に勤務する勤労者を募集 して東亜産業が し

ていたパネル組立て作業をそのまま受け継ぎ、原告会社がヒョヌ企業に対

し雇止めを予想していたのにもかかわらず、参加人組合の役員が所属 した

ソンウォン企業の艤装の部分が突然廃止されてソンウォン企業艤装部分所

属勤労者がヒョヌ企業に入社 したが、零細で情報力が不足 した社内下請業

者 らの独自の能力だけで廃業および職員募集、会社設立などの複雑な業務

を原告会社の運営に何 らの支障もないように上記のように速かに進行する

ことができたとは見られない点などを総合 してみるとき、原告会社が、事

業廃止を誘導する行為お よびこれによって参加人組合の活動を萎縮 させ、

または、侵害する支配 ・介入行為をしたと判断した。

このような原審の判断は正当であるとに首肯することができ、かつ、そ

こに法第81条 第4号 が定める支配 ・介入の不当労働行為成立についての法

理誤解などの違法がなく、その他に原審の事実認定を争 うことに帰着する

主張は適法な上告理由とならないのである。

(龍 法'10)43-2,414(864)
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3.救済命令の内容に関して

現実的に発生する不当労働行為の類型は多様で、労使関係の変化により

その影響 も多角的であるので、それに対応する不当労働行為救済の方法と

内容も柔軟かつ弾力的である必要があるところ、使用者の支配 ・介入行為

が事実行為で行われた場合、その行為自体を除去ないし取 り消 して原状回

復することが難 しく、また、使用者の行為が将来にわたって引 き続 き繰 り

返 して行われる可能性が多いから、使用者の支配 ・介入に該当する行為を

禁止する不作為命令は適切な救済方法となることができる。

法第8条 の規定は、同時に、労働委員会が専門的 ・合 目的的判断により

個々の事件に適切な救済措置ができるようにするために、使用者の不当労

働行為が成立すると判定した時に、使用者に救済命令を発しなければなけ

ればならないと規定しているだけで、救済命令の類型および内容に関 して

は特別に決めていない。

上のような趣旨か ら見れば、中央労働委員会が、この事件の支配 ・介入

を不当労働行為 と認定 した後、原告会社に対 し発 した、「実質的な影響力

および支配力を行使 して、事業廃止を誘導する行為および、これによって

労働組合の活動 を萎縮 させ、または、侵害する行為をしてはならない」と

いう救済命令が違法だと見ることはできないので、これを争う上告理由の

主張は理由がない。

4.結論

以上の理由で上告を棄却 し、上告費用は補助参加による部分を含め敗訴

者の負担 とし、関与大法院判事の一致 した意見により主文の通 り判決す

る。

大 法 院判 事 ヤ ン ・ス ンテ(裁 判 長)、 キ ム ・ジ ヒ ョ ン、 チ ョン ・ス ア

ン(主 審)、 ヤ ン ・チ ャ ンス

(龍 法'10)43-2,415(865)
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【5】現代 自動 車事件 ・大法 院2010年7月22日 判決

大法院2010.7,22宣告[事 件番号]2008ト ゥ4367[不 当解雇および不当労働

行為救済再審判定取消]

[原告、上告人]原 告1他1名

[原告ら訴訟代理人]弁 護士 コ ・ジェファン

[被告、被上告人]中 央労働委員会委員長

[訴訟遂行者]イ ・スンヨン

[被告補助参加人]現 代 自動車株式会社

[訴訟代理人]弁 護士 チュ ・ハンイル他4人

[原審判決]ソ ウル高等法院2008.2.12.宣告2007ヌ20418判 決

[主文]原 審判決中、原告2に対する部分を破棄 し、この部分の事件をソウ

ル高等法院に差 し戻す。

原告1の上告 を棄却する。

原告1の 上告費用は、被告補助参加 による部分を含み上記原告が負担す

る。

[理由]上 告理由を判断する。

1.黙示的勤労契約関係の成立に関 して、元の雇用主に雇用されて第三者

の事業場で第三者の業務に従事する者を第三者の勤労者であると言えると

すれば、元の雇用主は、事業主としての独自性を欠 くか、または、独立性

を欠き、第三者の労務代行機関と同一視できるなど、その存在が形式的、

名目的なものに過ぎず、事実上当該被雇用人は、第三者と従属的な関係に

あって、実質的に賃金を支給する者も第三者であ り、また、勤労提供の相

手方も第三者であるので、当該被雇用人と第三者間に黙示的勤労契約関

係が成立 していると評価 されるべ きである(大 法院2008.7.10.宣告2005タ

75088判 決など参照).

(龍法'10)43-2,416(866)
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原審は、原告 らと雇用契約を締結 した被告補助参加人(以 下、「参加人」

という)の 蔚山工場内の社内協力業者 らが事業主 としての独自性がな く、

または、独立性を喪失 したと見 られる程度に、その存在が形式的 ・名 目的

なものと見ることがで きない とみて、これとは異なり原告 らと参加人の間

に黙示的勤労契約関係が成立 しているという原告 らの主張を排斥 した。こ

のような原審の判断は、原審が認めた事実関係を上の法理に照 らしてみれ

ば正当なものと首肯することができ、かつ、そこに上告理由で主張するよ

うな黙示的勤労契約関係の成立に関する法理誤解の違法がない。

2勤 労者派遣関係の成立および効果に関して

カ.旧派遣勤労者保護などに関する法律(2006.12.21.法 律第8076号 で改正

される前のもの、以下 「派遣勤労者保護法」 という)第2条 第1号 によれ

ば、「勤労者派遣」 とは 「派遣事業主が勤労者を雇用した後、その雇用関

係を維持しながら勤労者派遣契約の内容によって使用事業主の指揮 ・命令

を受けて使用事業主のための勤労に従事させること」を言う。

(1)原 審が確定した事実関係によれば次の各事情が分かる。

①参加人の自動車組み立て ・生産作業は大部分がコンベヤーベル トを利

用 した自動流れ方式で行われたが、参加人 と請負契約を締結 した、本件の

社内協力業者の所属勤労者である原告 らは、コンベヤーベル トを利用 した

蟻装工程に従事する者である。

②原告 らは、コンベヤーベル トの左右に、参加人の正規職勤労者たちと

混在 して配置され、参加人所有の生産関連施設お よび部品、消耗品などを

使って、参加人があ らか じめ作成 して交付 したもので、勤労者 らに部品の

識別方法と作業方式などを指示する各種作業指示書などに基づ き、単純、

反復的な業務を遂行 した。本件の社内協力業者の固有技術や資本などが業

務に投入されたことはなかった。

③参加人は、本件の社内協力業者の勤労者たちに対する一般的な作業配

置権 と変更決定権を持っており、かつ、その直用勤労者と同じように原告
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らが遂行する作業量 と作業方法、作業順序などを決定した。参加人は、原

告 らを直接指揮 し、または、本件の社内協力業者所属の現場管理人等を通

して、原告 らに具体的な作業指示をしたが、これは原告らの誤った業務遂

行が発見 されて、その修正を要する場合にも同じ方式の作業指示が行われ

た。原告 らが遂行する業務の特性などを考慮すれば、社内協力業者の現場

管理人などが原告 らに具体的な指揮命令権を行使したとしても、これは請

負注文人が決定した事項を伝達したものに過ぎず、かつ、そのような指揮

命令が請負注文人などによって統制 されているに過 ぎなかった。

④参加人は、原告らおよびその直用勤労者らに対 し、始業と終業時間の

決定、休憩時間の付与、延長および夜間勤労の決定、交代制運用の可否、

作業速度などを決定した。また、参加人は、正規職勤労者に労災、休職な

どの理由で欠員が発生する場合、社内協力業者の勤労者にその欠員を代替

させた。

⑤参加人は、本件の社内協力業者を通 じて、原告 らを含む、本件の社内

協力業者の勤労者たちに対する勤怠状況、人員現況などを把握 ・管理 し

た。

(2)こ のような事情 を上で見た法理に照 らしてみれば、原告 らは、本件

の社内協力業者に雇用された後、参加人の事業場に派遣されて参加人か ら

直接労務指揮を受ける勤労者派遣関係にあったといえるだろう。

そうであれば、原審が、その判示のような事情だけを挙げて、本件の社

内協力業者 らが原告 らを雇用して参加人の指揮 ・命令を受けて参加人のた

めの勤労に従事 させる勤労者派遣に該当すると見ることは難 しいとみたこ

とは、勤労者派遣関係に関する法理を誤解し、または、審理を尽 くさない

誤 りがある。

ナ.一方、派遣勤労者保護法第6条 第3項本文は 「使用事業主が2年 を超え

て継続的に派遣勤労者を使用する場合には、2年 の期間が満了 した日の翌

日から派遣勤労者を雇用 したとみなす」 と規定(以 下、「直接雇用見なし
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規定」という)し ている。このような直接雇用見なし規定は、派遣勤労者

保護法第2条第1号 で定義している 「勤労者派遣」があ り、かつ、その勤労

者派遣が2年 を超えして継続 している事実から直ちに使用事業主 と派遣勤

労者の間に直接勤労関係が成立するという意味を持つので、これとは異な

り、上記規定がいわゆる 「適法な勤労者派遣」の場合にだけ適用されると

縮小 して解釈することは、その文言 または立法趣旨などに照 らして何ら根

拠がない(大 法院2008.9.18.宣告2007ト ゥ22320全 員合議体判決など参照)。

それにもかかわらず、原審は、上の法理 とは異なり、使用事業主に該当

する参加人が派遣勤労者の原告 らが従事 している自動車組立てなど、製造

業の直接生産工程業務は、派遣勤労者保護法第5条 第1項で定める勤労者派

遣事業が許される業務に該当せず、かつ、本件の社内協力業者は、勤労者

派遣事業の許可を受けたこともないので、本件の勤労者派遣が違法だとい

う理由で直接雇用見なし規定が適用 されないと判断した。 このような原審

判決には、派遣勤労者保護法第6条第3項 に定めた直接雇用見なし規定の適

用範囲の解釈に関する法理を誤解 した誤 りがある。

タ.一方、原審が認めた事実関係によれば、参加人との間に勤労者派遣

関係が認め られる原告2は 、その入社 日である2002.3.13.から2年が経過 し

た以後にも参加人によって使用され、2005.2.2.その所属社内協力業者から

解雇されたのであるか ら、直接雇用見なし規定によって2004.3.13.から参

加人が上記原告を直接雇用 したもの と見なされる。 しかし、原告1は、参

加人との問に勤労者派遣関係が認め られるとはいえ、2005.1.1.参加人の社

内協力業者の中の一つの○○企業に入社 して参加人によって使用されて2

年が経過する以前に2005.2.3.上記○○企業に解雇されたので、直接雇用 見

なし規定が適用 される余地がない。

したがって、勤労者派遣関係の成立および直接雇用見なし規定の適用範

囲を誤解して、参加人が原告らとの関係において不当解雇および不当労働

行為の主体の使用者と見ることができず、本件の再審判定が適法だと判示
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した原審の上記の誤 りは、原告2の場合には判決結果に影響を及ぼした違

法があ り、直接雇用見なし規定を適用することができない原告1の 場合に

は、判決結果に影響を及ぼさなかったといえるだろう。

結局、この部分に対する原告2の 上告理由の主張は理由があ り、かつ、

原告1の 上告理由の主張は、理由がない。

3.以上の理由で、原審判決の中で原告2に 対する部分を破棄 し、事件 を

再度審理 ・判断させるために原審裁判所に差 し戻 し、かつ、原告1の 上告

を棄却 して原告1の 上告費用は被告補助参加による部分を含めて敗訴者の

負担 とすることとし、関与大法院判事の一致 した意見により主文の通 り判

決する。

裁 判 長 大 法 院 判事 シ ン ・ヨ ンチ ョル 、 バ ク ・シ フ ァ ン、 チ ャ ・ハ ン

ソ ン(主 審)

【6】金属非正規職闘争の歴史と大法院判決以後の闘争方向

一弾圧 と抵抗の非正規職運動の歴史一7)

7月22日 、「2年以上、勤務 した社内下請労働者は、現代 自動車の正規職

と見なされる」という大法院の一歩進んだ判決は、2003年 か ら始まった金

属労組の非正規職社内下請労働者らの抵抗と闘争で作 り出された結果であ

る。

7)2010年9月1日 、 韓 国 金 属 労 組(ソ ウ ル市)を 訪 問 して 、2010年7月22日 の 大 法

院判 決 に つ い て 聞 き取 り調 査 を した 。 そ の際 に入 手 した 、 同 労組 が作 成 した 「全

国 金 属 労 働 組 合2010.8.23す べ て の 社 内 下 請 労 働 者 を正 規 職 に!不 法 派 遣 正 規

職 化 最 高 裁 判 決 と金 属 労 組 方 向(

2010.8,23metalunion.

nodong.org)」 の 資 料4の 部 分 で あ る。

(龍 法'10)43-2,420(870)



違法派遣 ・偽装請負 をめぐる韓 国 ・大法 院の一連の判決 と関連資料

2003年 、現代重工業の社内下請労働者らが労働組合を結成 して製造業の

社内下請労働運動が本格的に始まった。 まもなく現代自動車牙山(ア サ

ン)工 場で使用者が月次有給休暇を使うという社内下請労働者に対 して

包丁でアキレス腱を切るという事件を起 こして、労働組合が作 られ、蔚

山(ウ ルサン)工 場と全州(チ ョンジュ)工 場で相次いで労働組合が結成

された。現代ハイスコ、キリュン電子、ハイニ ックスメグナチ ップなど、

全国で非正規職労働者 らが労組を結成し、2005年 、起亜 自動車、2007年 、

GM大 宇自動車、2008年 、双龍(サ ンヨン)自 動車に広がった。

この過程で、現代自動車蔚山工場だけで 「労組に加入した」 という理由

で100名 を超える非正規職組合員が解雇 され、労働組合幹部らは元請業者

の告訴告発によって長期間にわたって拘束と手配を受け、数億ウォンの損

害賠償仮差押えなど、耐えることができないほどの苦痛を味あわなければ

ならなかった。

2004年 、現代重工業のバク ・イルス烈士が焼身自決 したのに続き、2005

年、現代自動車蔚山工場で、差別と弾圧に対抗 してリュ ・キビョク烈士が

首をくくって自決 し、想像を超える弾圧 と苦痛の中で も社内下請労働者 ら

は金属労組とともに闘ってきた。

現代自動車だけではなく、起亜自動車でも2005年、社内下請労働者 らが

非正規職分会を結成 して以後、2007年 まで3年 間、工場を止めるス トライ

キを展開し、遂に労働組合 を認めさせて1社1組 織の規則改正を通じて正規

職労組 と組織統合 を成し遂げることになった。この過程で数十人の非正規

職労働者 らが監獄 に行かなければならなかったし、解雇されて損害賠償

の仮差押え、ヤクザまがいの用役業者の暴力に苦 しめ られなければならな

かった。今でも、起亜自動車非正規職分会キム ・スオク前支部長 とイ ・ド

ンウ前副支部長が2年6月 の監獄生活をしている。

GM大 宇自動車でも2005年 、昌原(チ ャンウォン)工 場で労働組合が結

成され、不法派遣判決により、正規職化闘争が展開されたが、会社は、下
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請業者の廃業によって労働組合 を弾圧 して組合員 らを解雇 させた。当時、

煙突座 り込みを行って拘束された非正規職分会クォン ・スンマン前支部長

(金属労組前副委員長)は まだ復職できずにいる。

現代ハイスコ非正規職分会は、2回 の工場クレーン占拠ス トライキと良

才洞(ヤ チェ ドン)高 空座 り込みを行って幹部らが全部拘束されるとい

う犠牲にあったが、遂に労働組合が認め られて工場に戻ることができた。

2004年 、金属労組に加入 したハイニックスメグナチ ップ社内下請分会は、

200人余の集団解雇に対抗 して、地域連帯ス トライキ、道庁占拠座 り込み、

本社占拠座 り込み、鉄塔座 り込み、集団断食座 り込みなど、4年 間、闘っ

たが、遂に工場に戻ることができなかった。2005年 、金属労組に加入 した

キリュン電子の非正規職労働者らも不法派遣の正規職化を要求して94日 の

断食座 り込みを含め6年 目の英雄的な闘争を展開しているが、まだ闘争を

行っている。

GM大 宇の非正規職分会労働者 らは100日 を超える鉄塔座 り込み と漢江

大橋座 り込み闘争など、3年 目の強固な闘争を行ってお り、双龍 自動車の

非正規職分会も86日の煙突座 り込みを行い、今でもすさまじい闘争を進め

ている。

要約するなら、8年 にわたる非正規職の社内下請労働者 らの献身と抵抗、

そして正規職労働者 らの連帯が大法院の判決を引き出したのである。

差別と蔑視に、経済危機を口実にした優先解雇まで

2004年12月16日 、労働部の蔚山事務所が、現代 自動車蔚山工場101業 者1

万人余に対 して、不法派遣判定を下す とす ぐに、正規職転換に対する期待

感で非正規職労働者 らが労働組合に加入し、本格的な闘争を展開した。当

時、蔚山工場1,300人 、牙山工場300人 余、全州工場460人 など1万人の中で

2千人余の労働者 らが労働組合に加入 した。

(龍法'10)43-2,422(872)
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表1)社 内下 請 労 働 運 動 の 主 要 歴 史

翼分 ・ 葵騰綴倉綾威 盤饗事鉢

現代重工業、社内下請分会結成 現代 車牙山工場 の下請業者、非正 規

2003年 現代 自動車牙 山、社内下請分会結成 職 に包丁 テロ

現代 自動車蔚 山、非正規職労組結成 現代車牙山工場ス トライキ、大量解雇

ハ イニ ックス メグナチ ップ社 内下 請 現代重工業 、バ ク ・イルス烈士 自決

2004年 分会結成 労 働 部、 現代 自動車1万 人余 、不 法

派遣判定

現代 自動車全州、非正規職分会結成 現 代車 蔚 山第5工 場 、非正 規 職 占拠

GM大 宇自動車昌原非正規職分会結成 ス トライキ、大量解雇

起亜 自動車華城、非正規職分 会結成 現 代 自動 車 、 リュ ・キ ビ ョク烈士 自決

2005年 現代ハ イスコ、非正規職分 会結成 起亜車 非正 規職分 会ス トライキ闘争

キ リュ ン電子分 会結成 現 代 ハ イ ス コ ク レー ン 占拠 ス トラ イ

ドンヒオー ト社 内下請分 会結成 キ、大 量解 雇 と拘 束

KM&1非 正規職分会結成 キリュ ン電子分会工場占拠ス トライキ
一

現 代 自動車 蔚山、牙 山、全州 、非正

規職共同ス トライキ

起 亜 自動車 、非 正規職分会 ス トライ

キ闘争
GM大 宇 自動 車 昌原、非正 規職煙 突

2006年
座 り込み

金属労 組非 正規職集 団解 雇撤 回3.15

ゼネス ト

現 代 ハ イ ス コ 良 才 洞125mタ ワ ー ク

レー ン占拠座 り込み

ハ イニ ックスメグナチ ップ社内下 請

分会、道庁、本社 占拠座 り込み

GM大 宇車非正規職分会結成 釜 山高等検察、現代 自動車の不法 派

トルコ非正規職分会結成 遣無嫌疑判定
GM大 宇 自動 車、非正 規職鉄塔 座 り

2007年
込 み

起 亜 自動車、非正 規職分会 ス トライ

キ闘争

現代自動車牙山工場の勤労者地位確
認訴訟地方裁判所勝訴

双龍 自動車 、非 正規 職分 会結成 キ リュ ン電子94日 断食 闘争 お よび1

2008年
千日闘争
起亜車非正規職分会印鑑工場占拠ス
トライ キ

金属非正規闘争本部闘争

2009年 双龍 自動 車、非 正規職86口 煙 突座 り

込み

2010年 大法院不法派遣正規職化判決
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しか し、政権と現代自動車資本の非正規職労働者に対する暴力 と野蛮な

弾圧で2010年6月 まで、蔚山550人 、牙山150人 、全州220人 、全体で820人

だけが残ることになった。

とくに、現代自動車資本は、2008年11月 の経済危機を口実に、エクース

で仕事をしていた115人 の社内下請労働者を集団解雇したのを始め、800人

余の社内下請労働者を解雇 した。GM大 宇自動車 も富平(プ ピョン)工 場

だけで正規職の転換配置により1千人に近い非正規職労働者 らを解雇 した

し、双龍自動車も正規職の配置転換で450人 余を整理解雇 した。

表2)非 正規職の優先解雇現況(2010.4現 在)

一エ クー ス部115人
一大 宇 チ ェ イ ル

2工 場
塗 装2部4人(1月)

一車 体2部10人(2008 .12月)

139人

〔短期契約職20人)

一大宇 チェイル(10人)
一生産管理2部10人(1月)

一チ ナ プ(10入)
一変速機1部 班統廃合8人

ウ

変速機 変 速機3部希望退職33人

一変速機2部転換配置2人

43人

GM大 宇車

・A&Tテ ク(9人)

一デ ル フ ァ イ(6人)

エ ンジ ン工場 一44人中34人 整理解雇
層

(989人) 一テ イ ル(5人)

一2業者廃業120人
旨 ・ス タ ッ フユ ー(6人)

現代 ・ウ オ ン プ ン企 業 、
〈正規職転換配置以後〉

自動車 CKD 希望退職15人

141人

一希望退職900人 余 り

(522人) 一シニ ョン企 業 、 汐 イル実業13人

希望退職6人
一チ ァ イテ ク6人

ウ,

輸出船積 ・3工場託送36人

36人

咄 庫セ ンター1(23人)

艤 装部検査 ライン(4人)

131人

牙山工場 ・出庫PDI(13人) 双龍 一350人(希 望退職)

一エ ンジ ン部ユ ジン企業 自動車 一100人整理解 雇

}

(71人) (450人) (6業者)
,

全州工場
一バ ス 部PYボ リ ュ ー ム ダ

ウ ン(18人)

18人

陶噸

萎 ・

現 代 自動 車 は2005年 、 蔚 山7,620人 、 全 州839人 、 牙 山1,030人 な ど総 計

9,489人 の 社 内 下 請 労 働 者 を不 法 に使 用 して きた 。 以 後 、 正 規 職 の転 換 配
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置、経済危機などを理由に社内下請労働者 らを解雇 して2010年 基準で1,902

人が滅って現在7,587人 が仕事をしている状態である。現代 自動車は2005

年以後5年 間に1,902人の社内下請労働者を工場か ら追い出 した。

すなわち、現代 自動車は、当然、正規職として採用するべきであった社

内下請労働者 らを不法に使用 して きたし、2年が過 ぎた時点から当然、正

規職に切 り替 えるべ きだった労働者 らの中で2千 人余を不法に解雇したの

である。

表3)現 代 自動車非正規職現況(2010年8月 現在)

2004年

12005年　2006年
ポ

・欝 麟 勲鰯

"趨 灘'

蔚山 7,404 7,620 6,950 6,280 6,495 6,122 5,804 一1
,816

全州 818 839 750 682 887 910 905 +66

牙山 1,007 1,030 1,025 1,012 995 990 878 一152

計 9,229 19489 8,725 7,974 8,377 8,022 7,587 一1,902

社 内下 請 の 不 法 使 用 に よ り2010年 の 純 利 益5兆 ウ ォ ン

1万 人余 の 社 内 下 請 労 働 者 を不 法 に 使 用 した現 代 自動 車 は2004年 の 純 利

益 が1兆7000億 ウ ォ ンか ら2009年 、2兆9000億 ウ ォ ンに70パ ー セ ン ト以 上 も

上 昇 した し、 今 年 は上 半 期 だ け で 、2兆5,170億 ウ ォ ンの 純 利 益 を残 した 。

現 代 自動 車 グ ルー プ、 鄭 夢 九(チ ョ ン ・モ ング)会 長 は 、株 式 配 当金 に だ

け で2003年 か ら今 まで 毎 年300億 前 後 を 受 け 取 り、 合 わ せ て2047億 ウ ォ ン

に達 して い る。

労 働 部 か ら不 法 派 遣 判 定 が 出 た2004年 末 、 株 式 資 産 が1兆2152億 ウ ォ ン

だ っ た 鄭 夢 九 現 代 起 亜 自動 車 グ ル ー プ 会 長 は 、 株 式 資 産 が2005年 末1兆

4791億 ウ ォ ンか ら上 昇 し始 め 、2007年2兆7277億 ウ ォ ンに急 増 し た。 鄭 義

宣(チ ョ ン ・ウ ィソ ン)現 代 起 亜 自動 車 グル ー プ 副 会 長 は2005年 末1560億

ウ ォ ンだ っ た 財 産 が1兆876億 ウ ォ ンに急 増 して 順 位 が58位 か ら7位 に 垂 直

上 昇(2008年9月)し た。
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大法院判決は、鄭夢九会長父子が1万 人に達する社内下請労働者らを正

規職でない非正規職として不法に使用 して蓄積 した富 というものを確認 さ

せて くれたのである。社内下請労働者を全部正規職に雇用 しても現代自動

車の経営に少しも問題にならないだけでなく、鄭夢九会長一家が不法に獲

得した財産で社内下請労働者らの未払い賃金を十分に支給することができ

るQ

しかし、大法院判決の直接的当事者である現代自動車は、直ちに正規職

に切 り替えなければならないのにもかかわらず、「大法院で破棄差し戻 し

されたことにより、高裁でまた事実関係審理 を経て宣告される結果 を見

守った後、対応方針を決める」と言い、不法を継続すると言っている。10

年間、不法 を犯 して1万 人を超える非正規職労働者 らに血の涙を流させ、

引き続 き不法を犯すということは、高等法院まで無罪判決を受けた泥棒が

最高裁で有罪 と認められて、破棄差 し戻 しされたのに盗みを止めようとし

ないというのと同じことである。

表4)現 代自動車の株式に対する配当額変動推移

・

1

配当額
普通株 1000 1150 1250 10001000 85011150
優先株 1100 1250 1350 11001100

一

95011250
鄭夢九 普通株 11β95,859 114億 131億 142億 ll4億114億 97園131億

労働運動、どのように闘 うか?

金属労組は、大法院判決直後に5種類の闘争方向を用意した。

まず、金属労組は改悪労組法再改正、不法 タイムオフ無力化闘争 を頑強

に展開 しながら、同時に大法院判決を契機に第2の 不法派遣正規職化闘争

を展開する。

二つ目、2年以上勤めた労働者に限定されている大法院判決を超えて2年

以下の社内下請労働者、臨時の下請労働者 まで正規職化および直接雇用、

(龍法'10)43-2,426(876)
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雇用保障のための交渉と闘争を展開する。

三つ目、大法院判決と集団訴訟、正規職化闘争を契機に金属労組傘下事

業場の社内下請労働者はもちろん三星、LGな ど財閥社の非正規職組織化

事業に発展させる。

四つ目、不法派遣正規職化を通 じて常時業務は必ず正規職で採用 しなけ

ればならないという金属労組の方針を現場で貫徹 させる。

五つ目、大法院判決を機会に製造業派遣を合法化 しようとする政権と資

本に対抗 して不安定雇用の非正規職を量産する派遣業種拡大を必ず阻止 し

て、正規職中心の安定した雇用を確保する。

金属労組はこのために7月27日 、30次 中央執行委員会で不法派遣正規職

化、最高裁判決および対応計画 と事業計画を確定して 「不法派遣非正規職

の正規職転換のための金属労組中央特別対策チーム」を構成 した。特別対

策チームには、現代、起亜、GM大 宇、双龍自動車など、完成車はもちろ

ん社内下請労働者 らがいる地域支部も共に参加 して、民主労総と金属労組

の法律院、未来法律院、チャム ト労務法人など、この間、非正規職闘争を

支援 してきた法律家 らが全部参加 して交渉 と闘争、集団訴訟を進めている

金属労組は、中央特別対策チームと共に、支部別に不法派遣正規職化特

別対策会議を構成して実態調査、アンケー ト調査、最高裁判決説明会、教

育宣伝、労組加入事業を進行することにした。現代自動車の場合、支部未

組織非正規特別委員会と元 ・下請連帯会議を不法派遣正規職化特別対策

チームに構成することとし、起亜 自動車、GM大 宇自動車もこのような事

業を展開することにした。

金属労組は、多 くの人材 と予算を不法派遣特別対策チームの活動に集中

して、現代 自動車を始めとして全体事業場ですべての社内下請を正規職に

転換する闘争を始めた。
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すべての社内下請労働者を対象に労組加入 と交渉闘争

大法院判決は、コンベヤーベルト・システムで元請の指揮監督下に社内

下請労働者を使ってきたすべての事業場に適用される判決である。 した

がって、旧勤労者派遣法の適用対象者、2005年7月1日 以前入社者でも、新

法適用対象者2005年7月1日 以後入社者でも大法院判決は2年 以上が過 ぎた

社内下請労働者は全部該当するという判決である。

実際は、大法院の判決は中途半端である。偽装請負であることを認めな

が らも黙示的勤労契約関係、すなわち入社時点か ら正規職 として直接雇

用 したと見なければならないというのではなく、2年 が過 ぎた時点か ら正

規職と見なすといっているためである。 したがって、使用者 らが2年 以下

の社内下請労働者 らについては正規職に雇用 しないで解雇す ることもで

きる。 また、2～3次 下請け、一時下請労働者らを大挙量産 した り、 ドンヒ

オー トのような外注下請けを増やして非正規職をかえって量産することも

できる。

金属労組は、2年以下の労働者でも2～3次 社内下請労働者でも臨時下請

労働者でもすべての社内下請労働者らを対象に金属労組加入を受けて 「不

法派遣正規職化」闘争を展開するだろう。「勤労者地位確認訴訟」と 「未

払い賃金支給訴訟」を提起すれば、勤務期間と作業方式など一人一人によ

り判決の差が違 うこともある。 しかし、金属労組が特別交渉を要求し、す

べての社内下請労働者の正規職化を要求 して闘争するならば様相は変わる

だろう。

大法院判決以後、現代自動車社内下請労働者 らの金属労組加入が殺到 し

ている。2年 以下の下請け労働者はもちろん解雇者 と退職者の問い合わせ

も相次いでいる。蔚山、全州、牙山工場で820人 余 りだった組合員が大法

院判決と金属労組の組織化で8月16日 現在1,800人 余まで増えたし、より一

層増える展望である。

金属労組の方針により、不法派遣正規職化闘争を展開するならば、現代
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自動車の生産は止まるほかはなくなり、結局、現代自動車は交渉に出て く

ることになるだろう。

したがって、最も重要なことは、集団訴訟でなく社内下請労働者らを組

織 して闘争してい く点である。大法院判決は、沈んでいた労働運動にまた

立ち上がって闘うことができる武器を一つ提供 した。第2の不法派遣正規

職化闘争を通じて、大々的な非正規職労組加入運動を展開しなければなら

ない。

社内下請組織化を、非正規職労働者 らにだけ任せておいてはいけない。

金属労組が先頭に立って、支部分会が実質的な計画を樹立 して緻密に準備

しなければならない。現場の活動家、代議員らが直接立ち上がって非正規

職分会とともに大法院判決について説明し、見守っている労働者 らを説得

して、共に労組に加入して共に交渉と闘争を通じて自ら正規職を勝ち取る

ようにしなければならない。

1社1組 織の実現 と常時業務の正規職化

現代 自動車には、生産職労働者の社内下請労働者だけがいるのではな

い。2009年9月30日 を基準 として、社内下請労働者は7,693人であり、食堂、

警備、清掃、出庫PDIな ど4,212人の労働者が同 じ工場の中で仕事をしてい

る。

金属労組は、一つの事業場中に仕事をするすべての労働者は一つの労働

組合、一つの組織に加入して共に闘わなければならないという方針、すな

わち 「1社1組織」を労働組合の規約に明示している。現在、起亜自動車の

場合、生産職の社内下請労働者だけでなく、清掃、食堂などで仕事をする

労働者らが起亜自動車の正規職労働者らと同 じ労働組合、すなわち起亜自

動車支部に加入している。

したがって、金属労組は、今回の大法院判決によりすべての社内下請労

働者 らを正規職に転換 させる闘争を展開するのと同時に、現代 自動車を中
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心に1社1組 織規則改正を通 じて同じ会社、同じ工場内のすべての労働者ら

を一つの組合員に受け入れて 「労働者は一つ」という精神 を実践 してい く

だろう。

何 より重要な原則は 「常時業務正規職化」である。季節的要因など特別

な理由なく、一 日8時間以上仕事をする常時業務、常時工程は必ず正規職

採用を原則 としなければならないということである。 したがって1社1組 織

を通 じて組合員に受け入れて、生産、事務、営業、整備、清掃、警備、食

堂など常時業務は正規職になるように闘争 しなければならない。

金属労組は、現在101の 使用者 と進めている金属労組中央交渉で、要求

案の中で 「常時勤務正規職化」要求を貫徹 させて、大法院判決を上回る団

体協約を確保 して、現場でこれを実現 していき、一歩進んで社会全体的に

正規職の雇用を広める闘争を展開 してい くだろう。

現代自動車を超えてすべての工場で

金属労組は現代自動車を筆頭に、起亜、GM大 宇、双龍自動車、大宇バ

ス、タタ大宇商用車など完成車はもちろん、蔚山支部 と慶南支部など社内

下請労働者を使っている自動車部品会社、光州、全南、忠南、仁川支部を

中心にした鉄鋼会社等も、今回の最高裁判決によって社内下請労働者 ら

を労組に加入させて正規職化闘争を展開するために、あ らゆる努力をつ く

す。中央特別対策チームに、担当者と弁護士を配置 して、正規職幹部 らへ

の教育と実態調査を通じて交渉と闘争を作 り出す計画である。

金属労組は、最初から正規職が一人もおらず、社内下請労働者100%の 工

場である起亜 自動車モーニング工場(ド ンヒオー ト)、漢學(ハ ルラ)工

場、蔚山工場、現代モービスの8工場などに対する実態調査 と組織化、集

団訴訟と闘争 も行 うものであり、社内下請が正規職の100～400%に 達する

造船所に対する組織化事業 も展開していくだろう。

現代 自動車蔚山、全州、牙山で吹いている第2の不法派遣正規職化の風
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を暴風にして、現代自動車を越えて全国に広がるようにしなければならな

い。交渉と闘争を通 じて2年以下の非正規職労働者 らも正規職に転換 され

るようにするべ きであ り、87年 労働者大闘争のように第2の 労働者大闘争

に発展 させなければならない。

派遣業種拡大阻止、正規職雇用拡大闘争に

現場での大々的な社内下請組織化とともに、労働運動陣営は対政府、対

資本闘争 を強化 しなければならない。すでに金属労組は8月12日 、現代自

動車に不法派遣無嫌疑処分を下 した検察を職権乱用で告発 し、不法派遣を

黙認 した労働部を職務放棄で告訴 した。

不法派遣を行った現代起亜車グループの鄭夢九会長、鄭義宣、ユン ・ヨ

チョル副会長などすべての使用者 らを告訴、告発 して、交渉と闘争を通じ

てすべての社内下請を正規職に転換 させなければならない。

300人 以 上 の 事 業 場 社 内 下 請 労 働 者

単位:人 灘 元請業者 合計131万5405

括弧の中は社内下請の 撒 社内下請 合計36万7591(21.8)

比率、%010万50万

資 料:雇 用 労働 部(2008年5月 基 準)
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2008年5月 基準で300人 以上の事業場を調査 して労働部が発表した社内下

請労働者は36万7千 人を越 える。労組がない中小零細事業場は大部分が不

法派遣だから300人以下事業場まで含めば、はるかに多いものと見 られる。

金属労組傘下の事業場労働者らの場合、金属労組を中心に労組加入 と交

渉、闘争を展 開すれば良い。 しか し、三星電子、LG電 子、ルノー三星自

動車など労組がなかった り、御用労組の事業場で正規職労働者らが起ち上

がって社内下請労働者 らを組織する可能性は高くない。

それでも大法院判決 と現代 自動車の社内下請労働者らの消息が知らされ

ることになれば社内下請労働者 らは金属労組の門を叩 くことになるだろ

う。したがってこれに対する対策が必要である。

金属労組は、民主労総を中心に、政党、労働団体、非正規職団体、市民

社会団体などすべての団体 をまとめて不法派遣社内下請労働者の正規職転

換 と派遣法改悪阻止のための市民社会対策委員会を構成 し、対政府、対使

用者記者会見、三星など財閥事業場の社内下請正規職化および不法派遣告

訴告発、派遣業種拡大反対などの活動を展開する。民主労働党 と進歩新党

を中心に今年、国政監査の主要内容として不法派遣の正規職化を提起 して

国会環境労働委員会の不法派遣事業場の現場実態調査などを進める計画で

ある。

さらに進んで、労働運動陣営は李明博政権が非正規職をより一層拡大 し

ようとする派遣業種拡大、日雇非正規職の量産を防いで、正規職中心の良

質の雇用 を拡大するための社会的闘争 をより一層強化 しなければならな

い。

※本稿 は、「科学研 究費補助 金(基 盤研 究(A))労 働市場、法政策 及び労働法 の編

成原理に関する研 究」(20243006)の 成 果の一つである。
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